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要     旨 

 
１ 作成の背景と目的 

世界保健機関（WHO）はタバコが健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を保護す

ることを目的として、2003 年に｢たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)｣(略

称｢たばこ規制枠組条約｣)を採択した。わが国は翌年本条約の 19番目の締約国となったが、

20年近くを経た現在もなお、広告規制の項目において『対策が存在しない、または不十分』

という最低評価を受けている。タバコ対策が不十分な状況のもと、有害性についての周知

がなされていない加熱式タバコの消費が急速に拡大し、FCTC締約国でありながら適切な対

応ができていない状態にある。本報告は、加熱式タバコの有害性に関する現在の知見を社

会と共有し、科学的根拠に基づいた施策を健康増進法・たばこ事業法等の政策担当者に呼

びかけることを目的とする。 

 
２ 現状および問題点 

わが国の喫煙率は、男性では漸減の状態、女性では横ばいの状態がこの数年続いている。

脱タバコ社会の実現に向けて日本学術会議はこれまで数回にわたり「提言」を発出してき

た。2015年には日本学術会議は「東京都受動喫煙防止条例の制定を求める緊急提言」を発

出した。東京オリンピック・パラリンピックを目前にして公共の場での受動喫煙防止対策

（敷地内・屋内禁煙）が前進した。しかし、国際標準である屋内全面禁煙の義務化は実現

しておらず、加熱式タバコについては例外扱いという誤った施策がとられ、飲食可能な加

熱式タバコ喫煙スペースが許可されている。また、安易な研究結果に基づく燃焼式タバコ

に比較した加熱式タバコの毒性低下が広告されるなど、加熱式タバコの受動喫煙の規制が

不十分である。2006年にニコチン依存症管理料という形で禁煙治療が保険適用され、加熱

式タバコ使用者も適用となったが、禁煙支援・治療は広くは普及していない。2019年にタ

バコ製品の注意文言の面積が拡大されるなどの見直しが行われたが、多くの国で採用され

ている画像付きの警告表示は見送られた。 

このような不十分なタバコ対策によって喫煙率が低下していない中、わが国では 2013年

から新しいタバコ（新型タバコ）として意識される燃焼式とは異なるタバコ製品である加

熱式タバコの発売が開始された。燃焼式タバコに比べて加熱式タバコの有害性が低いとい

う科学的根拠がない中、あたかも加熱式タバコの有害性が消失したかのようなタバコ企業

のイメージ戦略もあり、加熱式タバコの使用はその後急増し、国民健康・栄養調査（2019

年）によると成人喫煙者の 20％～30％が加熱式タバコを使用している。このような加熱式

タバコの消費拡大は禁煙の重要性のメッセージを弱めて、禁煙の自信を育む効果的な禁煙

治療の利用を妨げ、禁煙意思の低下ならびに再喫煙や喫煙開始につながることが指摘され

ている。 

WHO は、科学的根拠に基づくタバコ対策を包括的に履行することを推奨している。FCTC

締約国となって 20年近くを経た現時点でも、わが国のタバコ対策は、先進諸国、あるいは

アジア諸国の中でも低い水準にとどまっている。タバコ対策の基準となるたばこ規制枠組
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条約の主な内容としては、タバコ産業の影響からの公衆衛生政策の保護(第５条)、タバコ

価格・税額による介入(第６条)、受動喫煙の防止(第８条)、タバコの警告表示の強化(第 11

条) 、タバコ広告・販売促進・後援の包括的禁止(第 13条)、禁煙支援・治療の普及(第 14

条)、未成年者へのタバコ販売禁止(タバコ自動販売機の制限を含む)(第 16条)などが定め

られている。 

有害性が明らかになっている加熱式タバコは米国・英国においては厳しく規制されてい

る。ところが、わが国は世界的にも加熱式タバコの主要な消費国となっており、その背景

にタバコ対策の遅れがあることが指摘されている。加熱式タバコの消費拡大が先行してい

る国として、わが国は加熱式タバコの科学的評価と規制に関する提案を主導的に行う責任

を負っている。 

 
３ 報告の内容 

わが国では加熱式タバコを例外扱いとしているために、受動喫煙防止が徹底していない。

また、広告の規制も不十分である。加熱式タバコの消費拡大が先行し、当初の期待に反し

て喫煙率の低下目標が達成できていない。加熱式タバコの毒性は低いとする誤った理解を

正し、政策立案者に対して加熱式タバコの受動喫煙防止に関する施策の是正を求める必要

があることから、タバコ対策の強力な推進を呼び掛けることを目的として、以下に掲げた

項目に関しての加熱式タバコについてのエビデンスを総括した。 
 (1) 有害性とリスク 

 加熱式タバコには有害化学物質が含まれ、加熱により有害物質が生成される。加熱式

タバコ使用により呼吸器障害、妊婦や胎児・児童の健康障害が起きる。加熱式タバコ使

用者と同居する非使用者の体内には、加熱式タバコの化学物質が蓄積する。 

 (2) 禁煙と喫煙の再開・開始への悪影響 

 加熱式タバコ使用者と燃焼式タバコの併用者では有害化学物質への曝露機会が増え、

加熱式タバコ使用者は燃焼式タバコ使用の再開が増す。加熱式タバコの使用は燃焼式タ

バコ使用のリスクを高め、禁煙を阻害する。 

 (3) 環境の整備、制度の改正の必要性 

科学的根拠のある環境整備が盛り込まれている WHOの評価では、広告・販売・後援の

規制などの分野でわが国は低い評価を受けている。そこには多くの学会が指摘する加熱

式タバコの消費拡大およびタバコ産業に関わる諸対策の遅れの問題がある。加熱式タバ

コを例外扱いとしているこれまでの誤った施策を改めるべきである。 
 
このエビデンスを広く社会に向けて公表し、使用者本人および次世代ならびに使用者の

周囲の人々の健康への影響についての懸念を解決するための環境・制度の整備の議論に早

急に着手する必要がある。
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１ はじめに 

 

(1) 背景と目的 

タバコ対策の先進成功国ニュージーランドでは、生涯喫煙をしない世代の法律が制定

された。WHO 世界保健機関はタバコが健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を

保護することを目的とし、2003年に「タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約（FCTC）

（略称「たばこ規制枠組条約」を採択し、わが国は 2004年に本条約の 19番目の締約国

となっている。締約国となって 20 年近くを経た現時点でも、政府が中心となって主体

的に履行できていない対策があると国際的に厳しい評価が下されている。本報告は、わ

が国のタバコ対策の大きな障害となっている加熱式タバコをとりあげ、近年の研究で明

らかになったその有害性と次世代にわたる健康障害のエビデンス、使用拡大とこれに伴

う受動喫煙の機会の増加の実態を提示する。そして、加熱式タバコに対する正しい認識

を一般社会ならびに健康増進法・たばこ事業法等の政策立案者と共有し、広告などの規

制強化の必要性や科学的根拠に基づく受動喫煙対策の徹底をはじめとするタバコ対策

の強力な推進を呼び掛けることを目的とする。 

 
(2) 現状および問題点 

2019年の国民健康・栄養調査結果報告によると現在習慣的に喫煙している者の割合は

16.7％であった。また、2022 年の国民生活基礎調査によると、男性の 20 歳以上の者の

喫煙率は漸減の状態で 25.4％、女性は横ばいからやや減少傾向になり、喫煙率全体でも

16.1％であり[1]、第二次健康日本 21で設定された 12％の目標には及ばない[2,3]。喫

煙率の低下が鈍化している背景には加熱式タバコの急速な消費拡大があると考えられ

る。 

加熱式タバコは Ploomのわが国での発売（2013年 12月）が世界初であり、次いで発

売された IQOS（2014 年 11 月）は人気バラエティーテレビ番組で紹介され（2016 年４

月）、知名度が急上昇した[4]。2019 年における加熱式タバコ使用者は、男性喫煙者の

27.2％、女性喫煙者の 25.2％だった[2]。2020年以後、国民の生活は新型コロナ感染症

拡大の影響を強く受け、国民健康・栄養調査が中止されており、加熱式タバコの喫煙率

の全国調査の結果はない。しかし、加熱式タバコの 2022 年の４月～９月の累積販売実

績では２年間で 21.7％増加している[5]。 

加熱式タバコは 2017-2018 年の全国調査で、高校生男子の 2.9％、女子の 1.4％に、

電子タバコは男子の 4.9％、女子の 2.1％に使用経験があり[6]、２種類以上のタバコの

併用者は全体の 41.1％だった[7]。米国では、若者の電子タバコ使用率は紙巻きタバコ

を上回り、英国でも上昇していることから、わが国でも若者の新型タバコの使用増に注

意が必要である[8]。なお、「加熱式タバコ 1」は、「電子タバコ 2」との区別に注意が必

                                            
1 加熱式タバコ：専用の器具にタバコ葉やその加工品を装着して電気で加熱し、発生するエアロゾルを吸い込むもの。 
2 電子タバコ：香料、プロピレングリコール､グリセリンを含む溶液を電熱線の発熱によりエアロゾルにして吸引する器

具。なお、海外の電子タバコは通常ニコチンを含んでいるが、日本ではニコチンが毒物に指定されているため、これを含
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要であり、いわゆる「新型タバコ 3」の一部である。 

成人喫煙率は健康日本 21（第二次）の目標である 12％までは下がっていない[2,3]。

喫煙率の低下の鈍化には加熱式タバコが影響していることが示唆されるが、新型タバコ

の規制等の経緯は各国で異なるため注意して比較し、健康増進法等の政策関係者や一般

社会は、特に若者への影響が危惧されるタバコ企業の販売戦略を厳格に注視することが

重要である。 

不十分な規制が原因で有害物質へ曝露する若者が増加し、喫煙率や新しい形状のタバ

コの使用を促すことになれば社会の損失となることから、どのような新しい形状のタバ

コも使用しないことが望ましいというメッセージを若者に適切に届ける必要がある。ま

た、加熱式タバコ製品もたばこ規制枠組条約に対応する適切な規制を行うことが望まれ

る。 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を目前にして制定された改正

健康増進法により、公共の場の受動喫煙防止に重点をおいた対策として、受動喫煙によ

り健康を損なうおそれが高い者が主として利用する学校などの施設や行政機関の庁舎

（第一種施設）は敷地内禁煙、これら以外の多数者が利用する飲食店など（第二種施設）

は原則屋内禁煙となった。しかし、面積等による喫煙ルーム設置の経過措置が設けられ、

加熱式タバコ専用の喫煙ルームでは、喫煙ルームでは認められない飲食が認められてい

る。これらの措置により国際標準である屋内全面禁煙の義務化は実現していない。 

 

２ 加熱式タバコの使用の実態：単独使用と併用 

 
2019年の国民健康・栄養調査結果報告では、加熱式タバコ使用者は、男性喫煙者の 27.2％、

女性喫煙者の 25.2％であり、喫煙者のうち加熱式タバコのみの使用は約 20％、燃焼式タバ

コとの併用は約６％、燃焼式タバコのみの単独使用は約 72％で、若年者ほど加熱式タバコ

のみの使用および併用が多かった[2]。2017 年～2018 年の全国調査では、高校生男子の

2.9％、女子の 1.4％に加熱式タバコの使用経験があった[6]。 

インターネットでの調査(The Japan “Society and New Tobacco” Internet Survey, 
JASTIS)は、加熱式タバコの使用状況を知ることができる[9]。また、タバコ産業の研究者

が日本人を対象にインターネットで、先行して調査を行っていることは注目に値する[10]。

2020年２月～３月に 15歳～74歳の 9044人を対象とした調査[11]で、過去 30日間の加熱

式タバコ、燃焼式タバコの使用者はそれぞれ 10.9％、25.9％であった。燃焼式タバコの使

用者のうち、加熱式タバコ併用の割合は、禁煙の意思がある集団、ない集団それぞれにお

いて 34.9％、30.5％で有意差が無く、調査対象の約８％～９％が併用者だった。 

また、慢性疾患を持つ人々の加熱式タバコ使用状況は、燃焼式タバコとの併用者は 9.0％、

単独使用者は 6.1％で、糖尿病、心臓血管疾患、COPD、癌などの慢性疾患がある場合は、加

                                            
まない。 
3 新型タバコ：従来のタバコ（燃焼式タバコ＝紙巻きタバコ）に対し、加熱式タバコ・電子タバコ等を総称して新型タ

バコという。 
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熱式タバコ使用の割合が高かった[12]。加熱式タバコの使用は、１年後の燃焼式タバコ使

用の再開や開始を高めることと関係しており、加熱式タバコの健康リスクの管理には、加

熱式タバコ使用による健康リスクに加えて、燃焼式タバコ使用の再開や開始を含める必要

があることが示された[13]。加熱式タバコの使用を許可している職場の労働者は、加熱式

タバコだけでなく燃焼式タバコの使用割合も高いことから、職場での加熱式タバコの規制

を強化することが重要であることが示された[14]。 

加熱式タバコが依存の強化につながることが報告されており[15]、使用開始から燃焼式

タバコの再開と燃焼式タバコへの移行といったタバコ使用の遷移実態のさらなる解明と若

者の使用の誘導へのきめ細かいモニタリングと即効性のある対策は大変重要である。 

 

３ 加熱式タバコの毒性と健康障害のエビデンス 

 
(1) 加熱式タバコエアロゾル中の成分 

タバコ使用について一般的に明らかになっていることは、まず、タバコは、ほとんど

すべてのがん、COPDなどの呼吸器疾患、動脈硬化とこれによる脳血管・冠動脈疾患など

の発症・増悪要因であり、新型コロナウイルス感染症の重症化・死亡率増加の要因でも

あることである。そして、タバコの依存性の形成はニコチンによるものであり、発がん

性はニコチン以外の化学物質に原因がある。 

燃焼式タバコの主流煙に相当する加熱式タバコの主流エアロゾル中には、依存性の誘

因となるニコチンが含まれ、その濃度は、燃焼式タバコと同等かやや低い程度である

[16-19]。加熱式タバコはニコチンによる依存に加えて、燃焼式タバコと同様に非常に多

くの種類の有害化学物質を含み、長期使用による健康障害については明らかでない。ま

た、燃焼式タバコに比べてきわめて高濃度のプロピレングリコール（標準タバコと比べ

て 30倍～80倍程度）、グリセロール（同 70～140倍程度）が含まれ[20]、これらが加熱

された際に有害なアルデヒド類やオキシド類が生成されることから、その影響が強く懸

念される[16]。 

タバコ産業と利益相反の問題のある論文では不都合な事実を伏せる傾向があるが、米

国食品医薬品局(FDA)は、加熱式タバコのエアロゾル中の多くの有害物質の発生量は燃

焼式より少ない[21]という主張についてはこれを認めている。燃焼式タバコに比べて、

発がん性物質であるホルムアルデヒド・アセトアルデヒドは数分の１に、アクロレイン・

ベンゼンは 1/10～1/100以下に減少している[16,20-24]。 

しかしながら、基本的に有害物質を発生しない新型タバコはない。これら発がん性物

質を含む有害物質は燃焼式タバコ同様多種類に及び[16,19,22-24]、量が減少している

ので健康障害を起こさない、というエビデンスはない。さらに、燃焼式タバコより高濃

度を示す加熱式タバコの化学物質は 56 成分あり、このうち、22 成分は２倍以上、７成

分は 10 倍以上であった[21]。これらのことから、加熱式タバコの使用が新たな疾病の

リスクになったり、燃焼式タバコとの併用で有害化学物質への曝露はさらに拡大するこ

とから、リスクの対象となる疾患が増えたりすることが考えられる[20]。なお、加熱式
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タバコは加熱温度の違いによって毒性物質の生成・放出に大きな相違があることが分か

っていることに留意が必要である[23,24]。 

日本の加熱式タバコ使用者の健康への悪影響を示すバイオマーカー13 種類のうち 10

種類のバイオマーカーで、燃焼式タバコ使用者との差は検出されなかった[25]。加熱式

タバコの呼吸器[26,27]、循環器[27,28]の健康リスクは明らかで、加熱式タバコ使用に

よっても有害物質への曝露があるので、燃焼式タバコと同様の規制を加熱式タバコにも

行うべきである[29,30]。 

 

(2) 加熱式タバコエアロゾル曝露の影響 

加熱式タバコ使用時のニコチンの血中濃度は、燃焼式タバコ喫煙時に比べて血中濃度

最大値が約 70%で血中濃度の時間経過は同等であり、加熱式タバコ使用によるニコチン

依存症は継続する[31]。加熱式タバコ使用時のニコチンの血中濃度は、燃焼式タバコ使

用時より低くなるとともに、タバコ使用への満足感は、加熱式タバコの方が燃焼式タバ

コより低い[32,33]。若年者はニコチンに起因するニコチン依存症に脆弱であるととも

にニコチンは脳の成長に影響を及ぼすなどニコチンを含有するいかなる製品も安全な

ものはないと WHO[34]と米国の政府機関[35]が言及している。 

加熱式タバコのエアロゾルに晒される呼吸器の健康被害が懸念され[36]、実際、加熱

式タバコによる好酸球性肺炎の症例が報告されている[37,38]。その生物学的機序を説

明する加熱式タバコエアロゾル曝露に伴う試験管内のヒト呼吸器細胞への影響[39,40]

や、実験動物の呼吸器への健康影響も示されている[41-45]。これらのことからヒト呼吸

器への長期の健康影響について強く懸念される。 

呼吸器への影響の他、循環器への曝露についての加熱式タバコエアロゾル曝露影響の

レビュー論文では心臓血管の健康影響が懸念されている[46]。その理由として、酸化ス

トレス[47,48]、動脈壁への影響・心拍数増加・血圧上昇[49]、血管内皮機能不全[47,50]

への影響が示されている。また、燃焼式タバコ煙抽出物の曝露がヒト口腔ケラチノサイ

トにもたらす細胞毒性、遺伝毒性、ゲノム毒物損傷は、加熱式タバコエアロゾル曝露で

は軽減されないこと[51]、インプラント材料であるチタンを用いたマウスの線維芽細胞

の創傷治癒を加熱式タバコエアロゾル曝露が傷害すること[52]が示されている。これら

の影響のうち、長期曝露によるがんのリスクついては、まず、燃焼式タバコから加熱式

タバコに切り替えた人の末梢血単核細胞のDNAメチル化およびトランスクリプトーム異

常からがんリスクの懸念が示されており[53]、ラットの肺および気道[45]、ヒト口腔ケ

ラチノサイト[51]への曝露影響の研究からも影響が懸念されている。 

 
(3) 妊婦による加熱式タバコ使用と次世代への影響 

細胞への有害物質の曝露は、特に、低濃度有害物質の曝露に敏感な成長期への影響が

懸念される。妊婦の加熱式タバコの使用経験は、出産後の妊娠高血圧症[54]、低出生体

重[54]、在胎不当過小児 SGA[55]、子どものアレルギー[56]と関連することが示されて

いる。これらの研究デザインは横断研究であるので、ただちに因果関係を論じることは
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できないことに注意が必要である一方で、加熱式タバコを使用する本人の健康だけでな

く、次世代の健康にもかかわる懸念はさらに強いものとなる。 

 
(4) 慢性疾患とニコチン依存の継続 

慢性疾患との関連がインターネット調査による研究で分析された。加熱式タバコの使

用・単独使用と糖尿病、心臓血管疾患、COPD、癌の既往歴[12]および歯周病の自覚およ

び受療状況[57]との間には正の関係が認められ、慢性疾患を有する人は加熱式タバコの

使用・併用の可能性が高かったことが分かっている。高い年齢層においては燃焼式タバ

コ使用による健康影響への認識が高い一方で、ニコチンへの依存が続いていると考えら

れる。 

 

４ 受動喫煙評価と健康影響 

 

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を目前にして制定された改正健

康増進法により、公共の場の受動喫煙防止に重点をおいた敷地内禁煙・原則屋内禁煙の対

策が実施された。しかし、インターネット調査では受動喫煙の機会が加熱式タバコ消費拡

大につれて増大しており、加熱式タバコによる受動喫煙への曝露割合については、2017年

～2020年に一貫して増加傾向を示した（2017年：4.5％、2018年：8.0％、2019年：9.2％、

2020 年：10.8％）[58]。実に、2020 年には、10 人に１人以上が、加熱式タバコによる受

動喫煙への曝露を体験していた。 

加熱式タバコ使用者の呼出エアロゾルは液体微粒子のため口元から 30～40cm の範囲し

か見えないが、見えなくなっても消失するわけではなく、呼気の勢いで約３m 先まで到達

している[59]。飲食が可能な加熱式タバコ専用室においても、従業員は接客の際に加熱式

タバコから発生する有害物質に曝露され健康被害の懸念が高まる[60]。 

一般家庭で、父親が加熱式タバコを使用している非喫煙配偶者とその子どもの総ニコチ

ン代謝物尿中濃度は、非喫煙者または非使用者の父親の配偶者と子どもと比較して高かっ

た[61]。さらに、ニコチン以外の加熱式タバコ由来の物質も家族が曝露している可能性が

ある。したがって、公共の場所に加えて、家庭やその他の私的な場所での加熱式タバコの

エアロゾル曝露から非喫煙者を保護することが重要である。家族の目の前で吸っていなく

ても生化学的に曝露があることが検証されたことは、加熱式タバコ使用者は、その使用に

際して周囲に他者がいる、いないに関わらず、他者に危害を及ぼす可能性があることを認

識しておく必要があり、後述する加熱式タバコ使用者周囲への健康影響の懸念を解決する

環境や制度の確立が考慮される必要がある。 

インターネット調査では、燃焼式タバコおよび加熱式タバコの二次喫煙曝露の状況が報

告された[62,63]。燃焼式タバコの二次喫煙曝露による主観的症状のある者は 56.8％に対

して、加熱式タバコのエアロゾルの二次喫煙では主観的症状のある者は 39.5％だった。喉

の痛み、咳、目の痛み、吐き気、頭痛は、燃焼式タバコの二次喫煙のある者で割合が高か

ったが、一方で、喘息発作と胸痛は、加熱式タバコの二次喫煙の自覚症状の割合の方が高
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かった。呼吸器や心血管の異常が加熱式タバコの二次喫煙に関連している可能性が考えら

れる。以上のことから、兵庫県条例[64]のように加熱式タバコも政策では禁止することが

望ましく[60]、特に呼吸器や循環器への影響、さらに、妊婦および妊娠の可能性のある女

性の周囲での加熱式タバコを使用しないことの重要性を強く啓発する必要がある。 

加熱式タバコ使用が禁煙に及ぼす影響および燃焼式タバコ使用に及ぼす影響が明らか

になった。これらの悪影響は防止できることから、わが国のタバコ対策では、加熱式タバ

コを燃焼式タバコと同様に取り扱い、改正健康増進法の加熱式タバコの例外扱いを撤廃す

る必要がある。 

 

５ 加熱式タバコの使用が禁煙と燃焼式タバコ喫煙に及ぼす影響 

 
(1) 加熱式タバコの使用が禁煙に及ぼす影響 

健康増進法改正、たばこ税の段階的引き上げ、加熱式タバコ使用者の禁煙治療の健康

保険適用により禁煙の促進効果が期待できる[65]。一方、加熱式タバコ消費増加は禁煙

の妨げとなることが指摘されており[66]、加熱式タバコの消費増加は禁煙意欲を阻害し、

タバコ製品の完全中止に向けた動機が高まらず、特にニコチン依存度が高い喫煙者は加

熱式タバコへの完全な切り替えも困難である可能性が考えられる。禁煙の動機が高まっ

ても禁煙手段として加熱式タバコを掴む者もおり、禁煙試行者が増えても禁煙試行時に

禁煙治療の選択を妨げ、禁煙率が減少する可能性がある[67]。実際、喫煙者の意識調査

では、2015年以降の禁煙治療者数の減少傾向[68, 69]の背景には、加熱式タバコ消費増

加があることが示されている。職場で提供された禁煙プログラム参加者の禁煙成功率を

分析したところ、加熱式タバコ使用者は禁煙成功の可能性が低かった[70]ことから、禁

煙の手段として加熱式タバコ使用を推奨すべきでない。 

 
(2) 加熱式タバコの使用が燃焼式タバコ喫煙に及ぼす影響 

加熱式タバコ単独使用者には、使用者心理に配慮して加熱式タバコを使用することに

なった思いを受容し、それをゴールとするのではなく、最終的にはその使用も中止する

よう禁煙に向けて自己決定ができるよう、エビデンスを踏まえて情報提供や加熱式タバ

コに関する相反する感情を引き出すなどの支援を行うとよい[67]。起床後の最初の喫煙

までの時間をニコチン依存度の指数として燃焼式タバコ時々使用者と比較したところ、

加熱式タバコ使用者のニコチンへの依存度は比較的高いことが示されており[71]、加熱

式タバコ使用者においても、燃焼式タバコと同様に、ニコチン依存への対応は必須であ

る。2020年度の診療報酬の改定において、加熱式タバコ使用者が健康保険による禁煙治

療の対象として認められた[65]。燃焼式タバコの元喫煙者（禁煙期間が１年以上の燃焼

式タバコ禁煙者）では調査開始時点で加熱式タバコを使用していた場合に１年後の燃焼

式タバコの再喫煙の割合が有意に高く、また燃焼式タバコの使用経験がない者でも調査

開始時点で加熱式タバコを使用していると１年後の燃焼式タバコの使用開始の割合が

有意に高かった[13]ことから、加熱式タバコ使用後の燃焼式タバコ使用を注意深くモニ
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タリングする必要がある。 

 

(3) 環境の整備・制度の改正 

WHOは世界各国のタバコ対策の包括的な進捗状況を鍵となる６つの政策（MPOWER:モニ

タリング(Monitor tobacco use and prevention policies)、受動喫煙対策(Protect 

people from tobacco smoke)、禁煙支援(Offer help to quit tobacco use)、警告・啓

発(Warn about the dangers of tobacco)、広告の禁止(Enforce bans on tobacco 

advertising, promotion and sponsorship bans)、増税・値上げ(Raise taxes on 

tobacco））について評価し、わが国の 2022年の状況は M最良、P可（最小限の対策）、

O良、W良(健康警告表示)/最良(マスメディア)、E不可、R良の評価だった[72]。P「可

（最小限の対策）」だけでなく E「不可」と、さらに厳しい評価が下されているが、まさ

にこれらの項目の対策の遅れが加熱式タバコ消費拡大をもたらした主要因であること

が明示された形となっている。禁煙、喫煙の再開・開始の防止についての環境の整備・

制度の制定は大変重要である。まず、禁煙については、禁煙の試みが増えるほど長期的

な禁煙に成功しやすくなる[73]。より多くの人が「喫煙をやめたい」と思えるような効

果的な環境整備は十分な科学的根拠があり、たばこ規制枠組条約に盛り込まれている。

また、喫煙率の減少につながる個人の禁煙行動の理解のために適切な指標を取り入れる

ことが望ましい。わが国の調査では、タバコを「やめたい」と答えた喫煙者は喫煙者全

体の約３割で、米国の喫煙者の約７割が喫煙をやめたいとした調査結果に比べかなり低

いのは、たとえば、もし「本数を減らしたい」者を「やめたい」者に加えると喫煙者の

約６割となり、日・米の調査結果が近似し、喫煙率の目標値を 7.1％まで下げることが

できる[74]。 

米国 Healthy People 2030では、タバコ製品ごとの使用率の減少目標と政策過程・成

果に関する指標が細分化し掲げられており、タバコ対策の履行過程に沿って進捗評価が

行われている。そして、たばこ規制枠組条約署名国として高い水準で MPOWERを履行し、

教育・啓発、タバコ税・価格引き上げ、受動喫煙防止条例、タバコ広告規制など禁煙の

社会的支援の仕組み・環境づくりの対策を行うことで、現在および将来の健康被害の回

避につなげることを目指している[74,75]。受動喫煙の明確な定義はなく定量評価も難

しいこと、そして、未成年者や妊産婦の喫煙率のベースラインが十分に把握されていな

いことは、環境の整備・制度の制定に関わる不十分な点である[74]。燃焼式タバコ喫煙

者の３割以上が加熱式タバコを日常的に併用し[11]、加熱式タバコも発がん性物質を含

む有害化学物質を多数含んでいることから、使用者本人や周囲の人に対する健康リスク

は十分にある。 

加熱式タバコも紙巻タバコと同様に使用者本人に有害化学物質の曝露があること、紙

巻タバコの禁煙支援になるという科学的証拠がなくむしろ併用による曝露増加になり

うることなど、現時点の科学的証拠がある。これらのことから、紙巻タバコと同様に、

加熱式タバコ製品の使用をやめやすくするために、受動喫煙防止・警告表示・広告規制・

値上げなどの環境整備のさらなる強化が、前述した改正健康増進法の加熱式タバコの例
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外扱いの撤廃に加えて必要である。 

 

６ 加熱式タバコの広告・販売促進・後援などの規制強化と価格の見直し 

 
(1) 加熱式タバコの広告・販売促進・後援などの規制強化 

能動喫煙、受動喫煙の健康被害を減らす社会環境アプローチの実践例として IOCが掲

げる「タバコのないオリンピック」にしたがい東京オリンピック・パラリンピック大会

では国全体をカバーする健康増進法改正の流れが生まれた。しかしながら、加熱式タバ

コの消費拡大により禁煙率が減少し、わが国の脱タバコ社会の実現は大きく後退してい

る。もちろん、加熱式タバコに含まれるニコチンによる依存性の継続が関与しているこ

とも論をまたない。加熱式タバコの広告は新聞に 2014年、雑誌に 2015年に初めて掲載

された後、その年間広告頻度は、新聞・雑誌ともに大幅に増加した[76]。さらに加熱式

タバコのサンプルがコンビニエンスストアなどで陳列され、繁華街や音楽イベントなど

には加熱式タバコを体験できるショップが数多く出店されている。これらは、燃焼式タ

バコ使用の減少と公共の場での喫煙の制限の一方で部分的な加熱式タバコ使用許可が

ある健康増進法改正に対応した新聞・雑誌広告でのタバコのマーケティングの戦略変化

であることが示唆された[76]。そして、現在も、加熱式タバコの IQOS公式サイト[77]に

は、その使用が健康を損なうという警告メッセージが見当たらず、有害成分の低減やリ

スクに関する情報についてはログインまたは会員登録が必要であり、このような実態は、

加熱式タバコに対する間違った認識が流布するのを助長しており、規制強化が必要であ

る。前述した環境整備の対策の評価指標とされる MPOWER の E にはタバコの広告・販売

促進活動等の禁止が含まれており、わが国は「政策が存在しない、または不十分」とい

う最低評価を受けている[72]。わが国は、たばこ規制枠組条約締結国として、MPOWER政

策を高い水準で実践することで、日本学術会議が従来から行ってきたタバコのない社会

の実現に向けた提言に則り、現在および将来の健康被害の回避につなげなければならな

い。 

 

(2) 加熱式タバコの適正価格の見直し 

単に健康に悪いことを科学的に示して伝えるだけではタバコの健康被害をなくすこ

とは困難であり、個人の行動変容の呼び掛けに加えて、人々が暮らす環境そのものを変

えることが重要である。特に、タバコ製品の価格上昇は購買意欲を低下させることから、

喫煙率、喫煙量を減らすのに効果がある[9,78]。日本のタバコ価格は、2018年からの段

階的な増税により上昇している[79]。また、WHO-MPOWERの評価においても税率の面では

４段階評価で上から２番目になっている。しかし、タバコ価格が国家水準に対して適切

かどうかを「手頃価格」[80]を用いてタバコ購入費用と国内総生産(GDP)の比として経済

協力開発機構(OECD)に属する 38 か国で国際比較したところ、日本は２番目に低く、日

本のタバコ価格を２倍にする必要が示唆された[81]。１人あたりのGDPレベルが同程度

の国々でも手頃な価格は大きく異なり、日本より裕福な大部分の国より日本の手頃価
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格は低く、日本はタバコのない社会の実現のためのタバコ価格を有効な手段として活

用する必要がある[82-84]。加熱式タバコは加熱用の本体器具と消耗品であるタバコ加

工スティックの２つのパーツから成るが、タバコメーカーは前者をタバコ製品に当た

らないと主張している。高額な前者をタバコ製品の一部として値上げの対象に組み入

れるべきである。 

 
７ 学会の動向 

 
(1) 加熱式タバコ消費拡大と禁煙治療への対策 

加熱式タバコの消費拡大の兆候に際し、学術団体の多くが禁煙宣言の改訂を行ってい

る。日本癌学会は、新型タバコを含むタバコの健康への悪影響のさらなる解明、効果的

な禁煙方法の開発、その他タバコ規制に資する研究に主体的に取り組むこと、加熱式タ

バコなどの新型タバコを含むすべてのタバコは有害であることを認識し吸わないよう

にすることを改訂版の「禁煙宣言」に盛り込んだ[85]。注意喚起や報告、提言を発した

学会もある。例えば、一般社団法人日本呼吸器学会は、加熱式タバコや電子タバコに関

して、健康への影響が不明のまま販売されていることは問題であること、喫煙者・使用

者だけでなく、他者にも健康被害を起こす可能性が高いという見解を示し、加熱式タバ

コや電子タバコが燃焼式タバコよりも健康リスクが低いという科学的根拠はなく、いか

なる目的であってもその喫煙や使用は推奨されない、加熱式タバコの喫煙や電子タバコ

の使用の際には燃焼式タバコと同様な二次曝露対策が必要であるとの提言を行った

[86]。一般社団法人日本公衆衛生学会タバコ対策委員会は、2020年に「健康影響が解明

されるまでは、公衆衛生の予防原則の観点から紙巻たばこと同様の規制を行うべきであ

る」との政策提言を行った[19]。歯学系９学会が参加する口腔９学会合同脱タバコ社会

実現委員会（現在の名称は歯学系学会合同脱タバコ社会実現委員会）では、これまで、

口の中で使用するガムタバコやスヌースの発売時の対応をふまえて、加熱式タバコの発

売についても、加熱式タバコには多くの有害化学物質が含まれ、燃焼式タバコと比較し

て加熱式タバコの健康影響が少ないかどうかは明らかではないこと、加熱式タバコの使

用は禁煙を阻害する可能性があるとの注意喚起を行った[87]。禁煙および受動喫煙防止

に関する専門学術団体の一般社団法人日本禁煙学会（2006年設立）は、加熱式タバコを、

煙の出ない、あるいは煙の見えにくい新しいタバコに含め、2016年に「いわゆる「新し

いタバコ」に対する日本禁煙学会の見解」を公表した[88]。一般社団法人日本循環器学

会等学会が合同で制作している禁煙治療のための標準手順書は改訂を重ねており、2020

年 ４月公開の第７版には、急速に広まる加熱式タバコについてもその禁煙治療が保険

診療の対象となったことを受けてその対応が含まれている。最新の第８版では、関連す

る４学会（一般社団法人日本循環器学会、特定非営利活動法人日本肺癌学会、一般社団

法人日本癌学会、一般社団法人日本呼吸器学会）の承認のもと 2021 年９月に公開され

ている[65]。 
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(2) タバコ産業による学術団体等へのアプローチとその対策 

タバコ業界の企業による一般市民に向けての広告やプロモーションが加熱式タバコ

は健康被害を起こさないと誤認させる事例があり、さらに、歯科医師向け新聞や情報サ

イトにおいて加熱式タバコの広告や学会発表・展示のプロモーション活動がみられる。

これらに対し、特定非営利活動法人日本歯周病学会は、タバコ産業が実施した加熱式タ

バコの健康影響に関する歯周病の臨床研究には多くの問題点があることを指摘し、国民

の口腔および全身の健康と歯周病治療の効果を確保するため、加熱式タバコを含む新型

タバコについて注意喚起を繰り返している[89]。また、新聞広告においても大学等所属

の研究者・医療者が広告に利用されている実態もある。 

 
(3) タバコ産業への対応 

タバコ産業の加熱式タバコに関連する活動の活発化と並行して、タバコ産業に対する

学会の対応の動きがみられている。一般社団法人日本癌学会では、タバコ産業またはタ

バコ産業からの出資金や助成金、補助金などで運営される団体からの研究助成を受けな

いこと、タバコ産業からの資金提供を受けた研究は、日本癌学会の学術集会での発表お

よび学会誌への投稿を認めないこと、タバコ産業の広告、後援等を受けず、関わりを持

たないこと、効果的なタバコ対策の推進に努め、活動を通じて、タバコのない世界の実

現を目指していくことを宣言している[85]。一般社団法人日本疫学会は、多くの医学系

学術誌が、その決定が科学的態度に反することを認めた上であえて、タバコ産業から資

金提供を受けた論文投稿を受理しない決定をした根拠があることを踏まえて、疫学とタ

バコ産業との関連の歴史、タバコの健康影響の大きさ、社会情勢、優先度等を総合的に

勘案して、学会機関誌は、タバコ産業等から資金提供を受けた研究を投稿論文として受

理しないことを決定し、この決定を通じて学術誌がタバコ産業に利用されてはならない、

という価値観を表明している[90]。一般社団法人日本公衆衛生学会は、機関誌への投稿

規定で国内外のタバコ製造に係る事業者またはその関連団体（公益財団法人喫煙科学研

究財団など）から経済的支援を受けているときは、査読の対象とせず、返却すると定め

ている[91]。医学系・歯学系の 32学会が参加している禁煙推進学術ネットワークでは、

タバコ産業が行ってきた数々の問題ある行為を踏まえて、学術団体が、タバコ産業と関

わらない、という方針をとることを推奨し、学術界がタバコ産業に利用されてきた歴史

が繰り返されることがないよう望むことを表明している[92]。わが国の学術界全体が協

同してタバコの消費のさらなる削減を促す必要がある。 

 
８ 報告 

 

 (1) 有害性とリスク 

 加熱式タバコには有害化学物質が含まれ、燃焼式タバコには見られない化学物質を含

み、一部の化学物質では燃焼式タバコより含有量が少ないことが報告されている一方で、

燃焼式タバコよりも含有量が多い化学物質がある。これらの物質を加熱すると有害物質
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が生成される。加熱式タバコから発生するエアロゾルに曝露すると気道の細胞が傷害さ

れ、実験動物や加熱式タバコ使用者の呼吸器に障害が起きる事例がある。加熱式タバコ

使用により、妊婦の健康に加えて、胎児・児童の健康も害される。加熱式タバコ使用者

と同居する非使用者の体内には、本人の自覚にかかわらず加熱式タバコ由来の化学物質

が蓄積する。 

 

 (2) 禁煙と、喫煙の再開・開始への悪影響 

 加熱式タバコ使用者の３割は燃焼式タバコの併用者であり、併用者では曝露される有

害化学物質の数が増える。加熱式タバコ使用者は燃焼式タバコ使用の再開が増える。加

熱式タバコの使用が初めてのタバコ使用の場合には、燃焼式タバコ使用にも至るリスク

が高い。加熱式タバコは禁煙の阻害因子である。 

 

 (3) 環境の整備、制度の改正の必要性 

禁煙に及ぼす環境の整備・制度の制定の役割は大きい。科学的根拠のある環境整備が

盛り込まれている WHOの評価では、広告・販売促進・後援の規制やタバコ増税・価格な

どの分野でわが国は低い評価を受けている。多くの学会により、加熱式タバコの消費拡

大およびタバコ産業に関わる諸対策の遅れの問題点が指摘されている。現行の改正健康

増進法において、加熱式タバコが例外扱いとなっていることは、加熱式タバコによる受

動喫煙を引き起こしているとともに、禁煙推進の大きな障害になっている。できるだけ

早い機会に、加熱式タバコを燃焼式タバコと同様に取り扱うように、同法の見直しを行

い、広告・販売促進・後援の規制を行うべきである。 

 

加熱式タバコ使用者本人および次世代ならびに使用者の周囲の人々の健康への影響に

関わる様々な段階のエビデンスが蓄積されつつある。成分分析により発がん物質を含む有

害物質を含有していることが明らかであること、短期曝露による健康影響の証拠があるこ

と、生体試料による分析で周囲の者が化学物質に曝露していることが明らかになっている

こと、タバコ製品への依存の強化となる証拠があることなどから、予防原則に従い、燃焼

式タバコと同様に、国際基準に沿った強制力のある規制が必要である。さらに、加熱式タ

バコの消費拡大による健康面に関わる環境や制度の整備の課題も明らかになっている。加

熱式タバコの消費拡大の問題に関わる本報告を広く社会に向け公表し、加熱式タバコ使用

の規制の強化等に関わる世界基準の規制の包括的な実施について、健康面の環境・制度の

観点からの議論に早急に着手することを求めたい。 
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＜参考資料１＞審議経過 

 

令和２年 

12月 18日 脱タバコ社会の実現分科会（第 25期・第１回） 

   役員の選出および今期活動方針について 

令和３年 

１月 15日  脱タバコ社会の実現分科会（第 25期・第２回） 

   主な審議事項：委員の追加推薦、特任連携会員の追加および今後の具体

的な活動について 

４月６日  脱タバコ社会の実現分科会（第 25期・第３回） 

   主な審議事項：委員の追加推薦、特任連携会員の追加、今期活動方針（前

期（２４期）に表出した提言のインパクトレポートの作成を含む波及  効

果の検証と今期における提言の表出）の確認および市民公開シンポジウム

の開催について 

令和４年 

１月 12日  脱タバコ社会の実現分科会（第 25期・第４回） 

   主な審議事項：インパクトレポートの提出、前期提言の波及効果につい

ての調査結果とその表出、今期提言の課題について 

   第４回委員会終了後に提言の表出について事務局に申請したが、以下の

通り科学的助言等対応委員会からの助言にしたがい、提言を見解とすること

で意思の表出の承認を得た。 

 

見解「脱タバコ社会の実現を脅かす加熱式タバコ普及の問題点」について承認とその作成

方針 

科学的助言等対応委員会からの助言にしたがい、提言の表出を見解の表出に変更した原

案の骨子を作成し、再度、科学的助言等対応委員会に骨子を提出して、見解表出の承認

を得た．さらに学協会等ならびに関係省庁の意見を取り入れながら 2022 年末に向けて

見解の原案の作成を終了し、2022年度末（2023年 3月）に向けて関連する分野別委員会

による査読を受けて、査読報告書を作成する。査読後、委員会の承認を得て、査読報告

書とともに科学的助言等対応委員会に見解案を提出して、科学的助言等対応委員会の査

読終了後，幹事会に見解案を提出する。 

 

10月 11日 脱タバコ社会の実現分科会（第 25期・第５回） 

   主な審議事項：今後の見解案作成の方針の確認と見解の表出に関連した

市民公開シンポジウムの開催について 
令和５年 

３月３日  脱タバコ社会の実現分科会（第 25期・第６回） 

   見解最終案について審議を行い承認した。 
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８月３日  見解案の査読が今期の期限までに完了できないため、報告として意思の表

出をすることとした。 

９月５日  脱タバコ社会の実現分科会（第 25期・第７回） 

   報告案について審議を行い報告を承認した。 
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＜参考資料２＞シンポジウム開催 

 
本報告に関連した市民公開シンポジウムを下記の通り、第 72 回日本口腔衛生学会学術

大会と併催して、令和５年５月 21日に実施した。 
 
テーマ：脱タバコ社会の実現を脅かす加熱式タバコ消費拡大の問題点 

日 時：令和５年（2023年）５月 21日（日）13：00～15：40 

場 所：大阪国際交流センター（大阪市天王寺区上本町８－２－６）（第 72回日本口腔衛

生学会学術大会併催） 

総合司会：山下 喜久（日本学術会議連携会員、九州大学名誉教授） 

13:00∼13:10 開会の挨拶 

 天野 敦雄（第 72回日本口腔衛生学会学術大会大会長・ 

日本口腔衛生学会理事長、大阪大学大学院歯学研究科教授） 
 
13:10∼13:40 セッション１  

 座長：山下 喜久（日本学術会議連携会員、九州大学名誉教授） 

「脱タバコ社会の実現を脅かす加熱式タバコ消費拡大の問題点 ―脱タバコ社会の実現

分科会の検討から」 

 講演：埴岡 隆（日本学術会議特任連携会員、宝塚医療大学保健医療学部特別教授） 
 
13:40∼14:10 セッション２ 

 座長：井上 真奈美（日本学術会議連携会員、国立研究開発法人国立がん研究センタ

ーがん対策研究所予防研究部長） 

「新型タバコ・新型コロナ時代の脱タバコ」 

 講演：田淵 貴大（大阪国際がんセンターがん対策センター疫学統計部部長補佐） 
 
14:10∼14:40 セッション３ 

 座長：永田 知里（日本学術会議連携会員、岐阜大学大学院医学系研究科教授） 

「加熱式タバコがはらむ社会的課題」 

 講演：片野田 耕太（国立がん研究センターがん対策研究所予防検診政策研究部長） 
 
14:40∼15:10 セッション４ 

 座長：村上 伸也（日本学術会議第二部会員、大阪大学大学院歯学研究科教授） 

「歯科からみた加熱式タバコの健康影響」 

 講演：小島 美樹（梅花女子大学教授・日本口腔衛生学会禁煙委員会委員長） 
 
15:10∼15:35 全体討論 

 座長：山下 喜久（日本学術会議連携会員、九州大学名誉教授） 

 埴岡 隆（日本学術会議特任連携会員、宝塚医療大学保健医療学部特別教授） 

13:35∼15:40 閉会の挨拶 

 山下 喜久（日本学術会議連携会員、九州大学大学名誉教授） 

下線は日本学術会議関係者を示す． 
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